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中央本部は、本日１９時より夏季手当最終交渉に入り、

「基準内賃金×1.7５カ月」で妥結しました。 

（詳細については「交渉速報Ｎｏ．23」及び「見解」を参照してください。） 

 一カ月間に及ぶ夏季手当獲得闘争を、全国統一職場集

会や座談会、常駐体制によって、職場から闘いをつくり

あげていただいた組合員の皆さんに感謝申し上げます！ 

 この職場からの闘いの成果と課題をもって、第 35回

定期全国大会に結集し、全国大会の成功をかち取ろう！ 


